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輸 送 の 安 全 の 確 保 ①

中期目標
区 分

平成２０年
実績

平成２５年
中期目標

平成３０年
最終目標

交通事故死者数 513人 380人以下 250人以下

人身事故件数 56,295件 43,000件以下 30,000件以下

区 分
平成２０年

実績
平成２５年
中期目標

平成３０年
最終目標

交通事故死者数 450人 330人以下 220人以下

人身事故件数 28,838件 22,000件以下 15,000件以下

■事業用自動車総合安全プラン２００９ ■トラック事業における総合安全プラン２００９

全
ト
協

国
交
省

（公社）全日本トラック協会
平成26年度出捐金事業評価書

中期目標に係る中期事業計画

・衝突被害軽減ブレーキ、後方視野確認装置、呼気吹き込み式アルコールインターロックなどのＡＳＶ関連機器、ドライブレコーダ
の導入を促進するため助成等の支援を行う。なお、ＡＳＶ機器の導入支援にあたっては、行政との連携に配意するとともに、ドラ
イブレコーダの開発状況を把握し、適時適切に導入促進対象の見直しを図る。

①ＡＳＶ（先進安全自動車）関連機器及びドライブレコーダの普及

②トラック運転者の運転技術・マナー及び安全意識の向上

・安全運転研修受講に対し助成を実施する。

・トラックドライバー・コンテスト等を実施する。

③事故分析及び対策の検討・活用

・交通事故分析調査を行い、原因及び対策について検討整理し活用する。

④広報・啓発活動等

・各種媒体による効率的、効果的な啓発、広報活動を実施する。
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輸 送 の 安 全 の 確 保 ①

平成２６年度事業実績の概要

■中期目標達成度

平成２６年は、死者数３６１人（対前年１５人減、４.０％減）、人身事故件数２１，５６４件（対前年８９８件減、４．０％減）と、死者数、人身事故件数ともに減少し
た。しかしながら、総合安全プラン2009の平成２５年中に達成すべき中間目標値と比較すると、平成２６年実績についても死者数は未達成である。なお、飲酒
事故件数については、着実に減少してきている。
■事業の内容及び手段の適切性・有効性・効率性
ドライブレコーダ機器の普及や機器の有効活用を図るためのマニュアル整備、ＷＥＢ版ヒヤリハット集の拡充など、
交通事故防止対策として効果的、効率的な事業実施がなされ、またハード、ソフト両面に亘り、計画に従い着実に
助成事業等が進められている。

（公社）全日本トラック協会
平成26年度出捐金事業評価書

Ｂ総合評価

Ｂ達成度

Ａ

事業内容及び
手段の適切

性・有効性・
効率性

①ＡＳＶ（先進安全自動車）関連機器及びドライブレコーダの普及

②トラック運転者の運転技術・マナー及び安全意識の向上

③事故分析及び対策の検討・活用

④広報・啓発活動等

●「トラックドライバー・コンテスト（出場者数１３８名）」を実施するとともに、特定の研修施設に
おける安全運転研修受講に対し助成を行った。
（受講助成者９１７名、助成総額２５百万円）

★新規又は改善・強化等施策の実施内容
●全ト協ホームページ上で公開中のドライブレコーダ映像を活用したＷｅｂ版ヒヤリ
ハット集を拡充し、掲載事例を５２件（２件増）とした。
●健康起因の事故が社会問題化している現状を踏まえ、平成２５年度に制作したト
ラック運送事業に特化した「トラック運送事業者のための健康起因による事故防止
マニュアル」を全ト協ホームページ上に公開するとともに、同マニュアルの普及啓発
に努めた。
●事業用トラックの事故の約半数を占める追突事故の防止対策として、コンサル会
社と連携し、「『トラック追突事故防止マニュアル』活用セミナー」を全国１０協会で延
べ２４回開催し、１，７２６人が参加した。また、「ドライブレコーダー活用セミナー」を
全国２５協会で延べ２８回開催し、１，３１７人が参加した。

●事業用貨物自動車の事故実態を交通事故データベースから集計分析し、それら
の分析事例をもとに事例集を作成し、事故防止活動に供した。

●「正しい運転・明るい輸送運動」、「不正改造車を排除する運動」の実施、国の交通
安全運動等への参加など、会員事業者への積極的な広報・啓発活動を行った。

■グラフＡ 「事業用トラックによる死者数及び人身事故件数の推移」

助成事業名 台数・金額

１ ドライブレコーダ １４，５７４台

２ 安全装置（後方視野確認支援装置等） ８，４９９台

１・２ 助成総額 ３３３百万円

★新規又は改善・強化等施策の実施内容
●ドライブレコーダの普及に加え、機器の有効活用を図るため、「ドライブレコーダ導入の
手引き」及び「ドライブレコーダ活用マニュアル」を制作し、全ト協ホームページ上に公開
するとともに、ドライブレコーダ活用セミナーを実施した。

警察庁｢交通事故統計｣

（人／件）（件）

（※：H25及びH26のみ軽自動車を含まず）

自己評価：年次目標及び中期目標
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労災事故による死者数、死傷者数の減少を図る（ただし当面、自家用トラッ

ク等も含まれる労災事故統計整理上の事業分類である「陸上貨物運送業」

に係る死者数、死傷者数の減少を目標とする。なお、今後、営業用トラック

に係る労災事故データの把握に努め、当該データ把握が可能となった段階

で、明確な数字目標を設定する。）

輸 送 の 安 全 の 確 保 ②
（公社）全日本トラック協会

平成26年度出捐金事業評価書

中期目標に係る中期事業計画

・事業者が行うＳＡＳ（睡眠時無呼吸症候群）スクリーニング検査に対し支援を行うとともに、検査結果の効果的な活用を推進する。

・健康管理マニュアル、健康管理手帳の作成配布をはじめ各種媒体等を通じた効率的、効果的な啓発活動及び支援を行う。

①トラック運転者の高齢化を踏まえ、トラック運転者の健康管理を支援し、平成２６年度までに、トラック運転者の健康診断
による有所見率（グラフＡ参照）を６０％以下にする。

②荷役作業等における労災事故防止対策を推進する。

・過労死及び荷役作業等の事故実態、原因等の把握、分析に努める。

・労災事故防止及び安全体制の確立に向けた啓発等の推進を図る。

・長距離運行運転者のための休憩施設であるトラックステーションの運営の効率化を図りつつ、利用の向上・促進を図る。

中期目標 年次
目標

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年

死者129人、死傷
者数13,040人より
減少させる

前年度実績(ただ

し、前年度実績が
平成２４年度目標
を上回る場合は、
平成２４年度目
標）より減少させる

前年度実績(ただし、

前年度実績が平成
２４年度目標を上
回る場合は、平成
２４年度目標）より
減少させる
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輸 送 の 安 全 の 確 保 ②

平成２６年度事業実績の概要

（公社）全日本トラック協会
平成26年度出捐金事業評価書

●ＳＡＳスクリーニング検査を受診した１６,５７４人に対し、受診費用の一部（約５割）を助成した（表１）。なお、ＳＡＳスクリーニング検査の効果を確認するため、検査の結果、
ＳＡＳと診断された場合のフォローアップ状況について、アンケート調査により把握し、ＳＡＳスクリーニング検査の普及に努めた。

●トラックドライバーの健康に起因する事故の撲滅を図るとともに、ドライバー自身による健康管理を効果的に進めるために、トラック運送事業者や運行管理者等が、トラッ
クドライバーをはじめとする従業員に対して、より適切な健康管理指導が実施できるよう、平成２５年度に制作した「トラック運送事業者のための「健康起因事故防止マニュ
アル」をホームページ上に公開するとともに、普及・啓発に努めた。

①トラック運転者の高齢化を踏まえ、トラック運転者の健康管理を支援し、平成２６年までに、トラック運転者の健康診断による有所見率を６０％以下
にする。

②荷役作業等における労災事故防止対策を推進する。

（グラフＢ）
厚生労働省（報道発表）「平成２６年の死亡災害・重大災害発生状況等について」

Ｂ評価委員による総合評価

●厚労省が策定した「荷役作業の安全対策ガイドライン」の周知・啓発を図るとともに、荷主団体等に対する労災事故防止に関する協力を求めた。

■グラフＡ
「定期健康診断の有所見率の推移（全産業と運輸交通業）」
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事業所 ７７９ ７５９ ８７７

申請者 １５，０１８ １５，３４９ １６，５７４

前年比 ▲１，３３７ ３３1 １，２２５
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■グラフＢ
「陸上貨物運送事業における労働災害発生状況の推移」

（グラフＡ）
出典 ： 厚生労働省「業務上疾病発生状況調査」

全ト協「トラック運送事業に関する賃金・労働時間データ集」

134

年次目標及び中期目標に係る評価
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２０２０年度（平成３２年度）を目途とした「低炭素社会実行計画」の策定を念頭において、Ｃ
Ｏ２削減対策に取り組む。但し、現段階では、トラックに係る技術的な動向を見極める必要
もあり、平成32年度に向けた長期に亘る見通しが立たないことから、当面は２０１０年度（平
成22年度）を達成目標とした「環境対策中期計画」の達成状況及び「環境自主行動計画」
（平成２０～２４年度）を踏まえて、平成２３年度中にＣＯ２の削減中期目標として下記の２項
目を定める。

（１）ＣＯ２排出原単位で 0.139 kg-CO2/ﾄﾝｷﾛ 以下とする。

（２）営業用トラックの輸送分担率を ８７．６％ より向上させる。

※ 政府の明確な方針が示されるまでは、具体的な数値設定ではなく、２３年度に公表さ
れた“平成２１年度の数値” を超える改善として設定した。

環 境 の 保 全 ①
（公社）全日本トラック協会

平成26年度出捐金事業評価書

中期目標に係る中期事業計画

・低公害車、アイドリングストップ支援機器及びＥＭＳ機器等省エネ機器の導入を促進するため、助成等の支援を行う。なお、低公害車、アイドリングス
トップ支援機器及び省エネ機器の開発状況を把握し、適時適切に導入支援対象の見直しを図る。

・低公害車、省エネ機器等の購入を近代化基金融資の対象とするとともに、当該融資については、一般融資の場合の利子補給率に比べ高い率の利子補給を
行う。

①低公害車、アイドリングストップ支援機器及びＥＭＳ機器（※） の導入を促進する。

②環境対策や省エネに関する知識の取得及び意識の向上を図る。

・助成金を活用して低公害車、ＥＭＳ機器など環境対策に有効な機器等を導入した事業者に対して、導入効果や事例及び機器等の課題について、使用実態
を把握する。

中期目標

③環境対策、省エネの促進に向けて省エネ機器等の導入効果等を把握する。

・エコドライブ推進マニュアルなど省エネに関する知識の取得に役立つ啓発資料をホームページ上に公開し、省エネの取り組みに対する支援を行う。

年
次
目
標

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

（ⅰ）ＣＯ2排出原
単位で0.139ｋｇ-Ｃ
Ｏ2/トンキロ以下と

する。

（ⅱ）営業用トラッ
クの輸送分担率を
87.6％より向上さ

せる。

（ⅰ）ＣＯ2排出原
単位で0.139ｋｇ-Ｃ
Ｏ2/トンキロ以下と

する。

（ⅱ）営業用トラッ
クの輸送分担率を
87.6％より向上さ

せる。

（ⅰ）ＣＯ2排出原
単位で0.139ｋｇ-Ｃ
Ｏ2/トンキロ以下と

する。

（ⅱ）営業用トラッ
クの輸送分担率を
87.6％より向上さ

せる。

※EMS : エコドライブ・マネジメント・システム
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環 境 の 保 全 ①

平成２６年度事業実績の概要

・｢エコドライブ推進マニュアル」や「エコドライブ実施中」ステッカーを配付し、事業者
やドライバーの取り組みの支援を行った。
・交通エコモ財団が実施する、「エコドライブ活動コンクール」への参加、及びグリーン
経営認証の取得を促進した。

（公社）全日本トラック協会
平成26年度出捐金事業評価書

評価委員による総合評価

①低公害車、アイドリングストップ支援機器及び省エネ機器の導入を促進する。

②環境対策や省エネに関する知識の取得及び意識の向上を図る。

③環境対策、省エネの促進に向けて省エネ機器等の導入効果等を把握する。

○環境対策、省エネ機器や低炭素型エネルギーを積極的に活用するため、以下の取り組
みを行った。
・経済産業省が実施した「トラックドライバーのエコドライブ促進による省エネルギー化の実
証事業」の周知・啓発を、ホームページおよび広報とらっくで幅広く実施した。

助成事業名 （平成２６年度実績） 台数・金額

１ 低公害車導入助成 １，０１２台

２ アイドリングストップ支援機器助成
（エアヒーター、車載バッテリー式冷房装置等）

７９８台

１・２ 助成総額 ２０５百万円

上記導入に係る地方ト協が行う近代化基金融資利子補給に
対する助成（利子補給率１．０％のうち０．４％助成）

１.８６百万円

0.141 0.139 0.125 0.124

ＥＭＳ機器
（デジタル式運行記録計）

ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ支援機器
（ﾊﾞｯﾃﾘｰ式冷房装置）

ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ支援機器（ｴｱﾋｰﾀｰ）

■グラフ 営業用トラックのＣＯ２排出量と輸送トンキロの推移

0.136
0.153

0.146

4,100.00

3,856.00
3,783.00

304,888

267,145 274,395

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

3,000.00

3,500.00

4,000.00

4,500.00

5,000.00

平成23年 平成24年 平成25年

原単位（kg-CO2/トンキロ） ＣＯ２排出量（万トン） 輸送トンキロ（百万トンキロ）

万ﾄﾝ 百万ﾄﾝｷﾛ

トラック運送業界の新たな環境指針として「新・環境基本行動計画」を策定するととも
に、本計画を基に日本経団連の「低炭素社会実行計画」に参画した。

④追加事項

Ｂ

自己評価：年次目標及び中期目標

年次目標及び中期目標に係る評価
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ＮＯｘ・ＰＭ法（※）対策地域内の自動車排ガス測定局における

ＮＯ２、ＳＰＭの環境基準１００％を達成する。

環 境 の 保 全 ②
（公社）全日本トラック協会

平成26年度出捐金事業評価書

中期目標に係る中期事業計画

・最新規制適合車購入を近代化基金融資の対象とするとともに、当該融資については、一般融資の場合の利子補給率に比べ高い率の利子補給を行う。

最新規制適合車への代替を支援する。

中期目標

■グラフＡ ＮＯ２・ＳＰＭ環境基準達成状況
（自動車NOx･PM法の対策地域の自排局）

※自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の概要（自動車から排出される窒
素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する
特別措置法）

■概要
ディーゼル自動車から排出される窒素酸化物(NOx)を抑制する
ことを目的に、平成４年に関東・関西地方の大都市圏を対象に
制定された「自動車NOx法」が元となり、平成１３年に改正・名称
変更。これに伴い、規制対象物質としてＰＭ（粒子状物質）が加
えられ、対策地域として中部圏が追加された。

■対策地域
関東圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の各都県の一部
関西圏：大阪府、兵庫県の両府県の半数以上の市町
中部圏：愛知県の半数以上と三重県の一部の市町

■対象車両
トラック・バス（ディーゼル、ガソリン、LPG）及びディーゼル乗用車
並びに特種用途車

■規制内容
NOx、PMの排ガス基準値が定められ、非適合車は、順次、対策
地域内に使用の本拠を置くこと（車検を通すこと）ができなくなる
（車種規制）。
なお、本法の車種規制だけでは対策地域外に使用の本拠のあ
る車の流入が阻止できず、大気環境の改善効果が期待できない
ことから、関東地方の一都三県（埼玉県、千葉県、東京都（島嶼
除く）、神奈川県）の全域及び大阪府、兵庫県の一部地域につ
いては各自治体のディーゼル車規制条例により非適合車両の走
行（大阪府は発着）が禁止されている（運行規制）。

年
次
目
標

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

（ⅰ）ＮＯ2 96.2％以上
（ⅱ）ＳＰＭ 100％

（ⅰ）ＮＯ2 98.1％以上
（ⅱ）ＳＰＭ 100％

（ⅰ）ＮＯ2 100％
（ⅱ）ＳＰＭ 100％

76.4 

92.9 
100.0 

61.9 

100.0 100.0 

0

20

40

60

80

100

H15年 H21年 H26年目標

NO2 SPM

低公害車 の導入を促進する。

・低公害車の導入を促進するため、助成等の支援を行う。

CNG車 ハイブリッド車

予算総額 130,000千円

新車導入 通常車両価格と
の差額の1/6

通常車両価格と
の差額の1/6

使用過程
車両改造

２ｔ、４ｔ車で
１０万円

なし

■表１ 低公害車助成事業の概要
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環 境 の 保 全 ②

平成２６年度事業実績の概要

（公社）全日本トラック協会
平成26年度出捐金事業評価書

Ａ評価委員による総合評価

最新規制適合車への代替を支援する。

●ポスト新長期規制適合車への代替及び低公害車・省エネ機器の購入を促進するため、対象車両の導入を近代化基金融資（輸送サービスの改善②経営基盤の強化に
詳細記載）の対象とするとともに、当該融資については、一般融資の場合の利子補給率（0.6％）に比べ、高率の利子補給（0.9％）を行った。なお、全ト協は都道府県ト協
が行う、利子補給率0.9％のうち、0.3％を助成した。

●ＮＯｘ・ＰＭ法非適合車から適合車への代替融資については既融資分の利子補給を行った。
ＮＯｘ・ＰＭ法適合車への代替が順調に進んだことにより、ＮＯｘ・ＰＭ法非適合車の占める割合が全国で約２０％程度となった。

平成２５年度の、対策地域全体での有効な自動車排ガス
測定局数は２１８であった。このうち、長期的評価による環
境基準達成局は２１５ 局となっており、達成率は平成２４
年度と同じ９８．６％であった。

平成２５ 年度の、対策地域全体での有効な自動車排ガス

測定局数は２０９であった。このうち、長期的評価による環
境基準達成局は１９３局（９２．３％）となっており、全ての測
定局において環境基準を達成した平成２４年度から、達成
率で７．７ポイント低下した。

ＳＰＭ（浮遊粒子状物質）

■グラフＢ 「自動車ＮＯｘ・ＰＭ法対象地域内におけるＮＯ２及びＳＰＭの環境基準達成率」

出典 ： 環境省（報道発表）「平成２５年度大気汚染状況について」

ＮＯ２（二酸化窒素）

H23 H24 H25

達成率(%) 99.1 98.6 98.6

有効局数 219 216 218

達成局数 217 213 215

H23 H24 H25

達成率(%) 75.6 100.0 92.3

有効局数 209 207 209

達成局数 158 207 193

H２４年度末 H２５年度末 H２６年度末

合 計 １０２，５８７ １１１，１７０ １２２，０８４

ＮＯｘ代替 ２３，７３３ ９，４４９ ２，３２８

ポスト新長期 ７８，３５２ １０１，２７８ １１９，３１８

低公害車 ５０２ ４４３ ４３８

全ト協による
利子補給助成

３２８ ３４３ ３６２

■表３ 「地方近代化基金融資実績（各年度末残高）推移」
単位：百万円

台数 金額

ＣＮＧ車 ４１０台 ６３，４９０千円

ハイブリッド車 ６０２台 ５８，９９６千円

合計 １，０１２台 １２２，４８６千円

■表２ 「平成２６年度低公害車助成実績」

年次目標及び中期目標に係る評価
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巡回指導による事業の適正化の充実強化を図る。

具体的には、地方適正化実施機関が行う巡回指導結果（※）は、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、

「Ｄ」、「Ｅ」、「その他」とされるが、中期計画期間中、毎年度、「Ａ」、「Ｂ」の占める

割合を２％（ポイント）を超えて増加させ、「Ｃ」、「Ｄ」、「Ｅ」、「その他」の占める割合

を２％（ポイント）を超えて減少させることを目標とする。

事 業 適 正 化 ① （公社）全日本トラック協会
平成26年度出捐金事業評価書

中期目標に係る中期事業計画

・各種連絡会議を通じて、国、全国適正化実施機関、地方適正化実施機関との連携の
強化を図る。
・適正化事業指導員研修並びに荷主及び事業者に対するコンプライアンスの確保に関
する啓発を推進する。

全国適正化実施機関として、適正化事業が全国的に的確に遂行されるように地方適正化
実施機関を指導するとともに、国、地方適正化実施機関との連携強化を図る。

中期目標

※評価基準
○巡回指導における事業者への総合評価の基準
巡回指導の結果、指導項目の「適」項目の占める割合で評価する。

Ａ：90%以上
Ｂ：80%以上90%未満
Ｃ：70%以上80%未満
Ｄ：60%以上70%未満
Ｅ：60%未満
「その他」：指導項目１５項目以下

事業者巡回指導

適正化事業指導員研修
（模擬巡回指導）

年次
目標

平成
２４年度

平成
２５年度

平成
２６年度

対前年度
実績

２％増

対前年度
実績

２％増

対前年度
実績

２％増

9



A+B 50.1％ 52.3％ 56.7％

対前年度 +2.8% +2.2％ +4.4％

事 業 適 正 化 ①

平成２６年度事業実績の概要

（公社）全日本トラック協会
平成26年度出捐金事業評価書

適正化事業に係るデータの推移

●平成26年度の適正化事業活動指針を定め、これに基づき適切な運営に努めた。全国にお
いて、官・労・使等による「貨物自動車運送適正化事業対策協議会」を開催。地方においても、
「地方評議委員会」を開催し、適正化事業に係る当面の諸課題について意見交換を行い、連
携を強化した。

●コンプライアンス確保対策として、①貨物自動車運送事業法等関係法令の遵守徹底、②適
正取引及び適正運賃収受問題等の推進、③原価意識及び原価管理の徹底等経営体質の改
善、④輸送秩序を阻害する行為の防止対策の推進の４項目を年間行動計画として策定し、各
県ト協と協調して啓発活動を行った。

●「自動車運送事業の監査方針、行政処分基準等の改正」の更なる徹底を期すため、啓発
リーフレットを作成し、巡回指導等を通じ、社会保険等の適正加入指導及び法令遵守の徹底
を図った。

■新規又は改善・強化等施策の実施内容

●全国研修は教材の充実を図るとともに、模擬巡回指導の実施等、より実践的な内容で行っ
た。また、各実施機関の具体的な調査手法及び否の判定のポイントについてグループ討議を
行い、評価基準の均一化を図った。地方研修では特に小規模グループ研修において、模擬
巡回指導を通じて各実施機関の評価手法・評価基準等について討議を行い全国均一化に努
めた。
※初級研修１回（５６名）、専門研修１回（５６名）、 特別研修１回（５９名）、 スキルアップ
研修１回（３７名）、システム研修１回（4１名）、ブロック研修１１回、小規模研修１１回

●指導員の知識や技能向上のため、運行管理者資格者証の取得を推進。新たに２５名が取
得し、適正化事業指導員全体の取得率は約５割となった。

●巡回指導の結果、点呼を全く実施していない等、悪質性の高い事業所に係る速報制度の
円滑かつ効果的な運用を図るため、運輸支局との緊密な連携の下、同制度の推進を図った。

適正化巡回指導総合評価推移表
(平成２４年度 ～ 平成２６年度)

Ｈ２４ Ｈ２５ H２５

巡回指導件数 27,985 27,470 28, 020

指導項目数 110,920 100,615 93,287

全国指導員数 403 411 411

苦情処理件数 1,627 1,583 1,750

C+D+E
+｢その他」

49.9％ 47.6％ 43.3％

対前年度 -2.8％ -2.3％ -4.3％

年次目標及び中期目標に係る評価 評価委員による総合評価 Ａ
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平成２６年度までに安全性評価事業認定（Gマーク）事業所数を、
２１，０００まで増加させる。

事 業 適 正 化 ②
（公社）全日本トラック協会

平成26年度出捐金事業評価書

中期目標に係る中期事業計画

安全性評価事業の事業者及び荷主への一層の浸透を進め、Ｇマーク取得事業者数の増加を図る。

中期目標

■ 制度への理解促進を図るため、事業者及び荷主等への説明又は広報の推進を図る。

■ 認定作業量の増大に対応し、作業の一層の効率化、適正な運営のあり方について検討を進める。

■ Ｇマーク取得のインセンティブ拡大に向けて、今後も検討を進める。

全ト協「Ｇマークを取得しませんか？」（事業者向けリーフレット）より抜粋

年次目標

平成
２４年度

平成
２５年度

平成
２６年度

18,000 20,000 21,000

＜参 考＞ 安全性評価事業の概要
■趣旨及び事業開始時期
安全性評価事業は、平成１５年７月より開始された事業で、全国適正化実施機関が貨物自動車運送事業者の安全性を認定・評価

する制度。サービス利用者が、より安全で輸送品質の高い事業者を選択することができる環境整備を図るため、事業者の安全性を
正当に評価・認定・公表するものである（認定事業所は全日本トラック協会ホームページに公表）。

■認定有効期間
認定の有効期間は２年（更新の場合は３～４年）。
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 7,878事業所の申請を受け付け、7,459事業所を新たに認定
した。これに平成23～25年度認定分13,530事業所を加え、
認定事業所数は20,989事業所となった。【表１】

 事務局内にて作業の効率化、運営のあり方について検討を
行い、申請件数に対する人員の削減、協会の移転に伴い申
請書審査室を会館内に変更、経費の節約を行った。

■新規又は改善・強化等施策の実施内容
 国土交通省では、平成26年度補正予算の補助事業において、

Ｇマーク取得事業者に対する優先的な補助を行うとともに、
Ｇマーク取得連続10年以上などの一定条件を満たした事業
所に対する表彰制度を実施した。また、全日本トラック協
会では、前年度に引き続きＧマーク取得事業所に対する一
部助成の優遇措置を実施した。【表２】

 今年度も全国のＧマーク事業所(22社）の協力を得て、フル
ラッピングの車両を走行させた。なお、デザインについて
Ｇマークの趣旨が更に伝わりやすくなるように一部変更を
した。【図１】

 Ｇマークの更なる普及と充実に向け、国土交通省が推進す
る制度であることが分かるように「国土交通省／全日本ト
ラック協会」へと変更した。【図２】

 荷主向けリーフレットを作成し、関係荷主222団体に配布し
た。また、認定取得を目指す事業者向けのリーフレットも
作成し、各適正化実施機関に配布した。【図３】

 当協会ホームページにおいて、認定事業所からの希望によ
り、主な輸送品目の掲載及びホームページへのリンクを開
始し、認定事業所がＰＲできるようにした。

平成２６年度事業実績の概要

【表２】安全性優良事業所に係るインセンティブ付与

国土
交通
省

違反点数の消去

ＩＴ点呼の導入

点呼の優遇

補助条件の緩和

安全性優良事業所表彰（H26年度より実施）

全日
本

トラッ
ク協
会

助成の優遇

損保
会社

保険料の割引

（認定数） （車両数）

【図１】Gマークのラッピングトラック

事 業 適 正 化 ②
（公社）全日本トラック協会

平成26年度出捐金事業評価書

【図３】荷主向け・事業者向け
リーフレット

18,107 
19,238 

20,989 
488,606 

518,014 
548,755 

350,000

450,000

550,000

16,000

20,000

24,000

24年度 25年度 26年度

【表１】安全性優良事業所の認定数及び車両数の推移

認定数

車両数

【図２】国土交通省の名義を
使用したGマークのステッカー12



（公社）全日本トラック協会
平成25年度出捐金事業評価書事 業 適 正 化 ②

（公社）全日本トラック協会
平成26年度出捐金事業評価書

事業用貨物自動車の平成26年における車両1万台あたりの 事故発生件数は、未取得事業所25.6件に対し、取得事業所は10.0件
であり、また、死亡事故件数でも、未取得事業所4.9件に対し、取得事業所1.1件となっている。

車両１万台あたりの事故発生件数

年次目標及び中期目標に係る評価

評価委員による総合評価 Ａ
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輸 送 サ ー ビ ス の 改 善 及 び 向 上 ①

一般消費者からの輸送サービスに関する苦情の逓減を図るため、引越事業について中期計画期間

中に引越事業者優良認定制度を構築し、実施する。

（公社）全日本トラック協会
平成2６年度出捐金事業及び中期目標評価書

中期目標に係る中期事業計画

中期目標

①輸送相談体制の充実強化を図る。

• 輸送相談窓口担当者研修・会議及び輸送相談対応マニュ
アルの充実強化を図る。

• 輸送相談に係る組織体制の強化を図る。

• 引越講習修了者数の増加(平成２６年度までに修了者数
15,000を目指す。）を図る。

②苦情の逓減を図るため、引越事業者
優良認定制度を構築し、実施する。

• 利用者が優良な引越事業者を選定できるような引越優
良事業者制度を構築し、同制度の円滑実施を図る。ま
た引越優良事業所認定のインセンティブについて検討
を進める。

• 引越優良事業者制度の広報を推進する。

年 次 目 標

平成２４年度
① 平成２６年度までに引越講習

修了者数 １５，０００名

② 平成２６年度に引越事業者
優良認定制度を創設、認定
開始

平成２５年度
① 平成２６年度までに引越講習

修了者数 １５，０００名

② 平成２６年度に引越事業者
優良認定制度を創設、認定
開始

平成２６年度 ① 平成２６年度までに引越講習
修了者数 １５，０００名

② 平成２６年度に引越事業者
優良認定制度を創設、認定
開始
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輸 送 サ ー ビ ス の 改 善 及 び 向 上 ①

平成２６年度事業実績の概要

（公社）全日本トラック協会
平成２６年度出捐金事業及び中期目標評価書

消費生活センターや（公社）消費者関連専門家会議と交流を持ち、相談
に関する情報交換や知識の増進に努めた。

昨年に引き続き繁忙期の分散引越を広く消費者に呼びかけ、理解を求
めた。

各都道府県トラック協会に輸送相談の現状説明、引越講習の積極的な
開催を依頼した。（基本講習56回 1,693名、管理者講習57回 1,992名
計113回 3,685名 平成１７年からの延べ受講者は１７，８７２名）

①輸送相談体制の充実強化を図る。

②引越事業における苦情の逓減を図るため、引越優良
事業者制度を構築し、定着を図る。

4～６月に各ブロックで説明会を実施し、申請書類の配布を4月14日～7
月14日に行った。

7月１～１４日に申請受付、11月10日の審査委員会を経て、12月18日に
認定事業者の発表を行った。初回の申請数は、３２４事業者・１，７４９事
業所、認定数は301事業者・１，７３９事業所。

引越管理者講習修了者の在席（各事業所に1名）を認定要件のひとつと
したことから、今年度も各都道府県トラック協会と連携し全県での講習開
催、受講者の増加（前年比１．３５倍）を図った。

全認定事業者のお客様 対応責任者に対し、認定事業者の心構えやお
客様対応に関する研修会議を行った。（１～２月、全国１０箇所 １１回）

公正取引委員会相談のもと、認定取得事業者の優先利用に係わるＰＲ
を全国のトラック協会で行った。

引越事業者優良認定制度を創設し第１回の申請受付及び認定発表を行った。申請要件の一つとなる引越講習の積極的な開
催、認定事業者に対するお客様対応責任者研修会議を実施した。

■グラフＢ 「引越講習受講者数（年度別 ・累計）の推移
（平成２４年度～平成２６年度）」

※受講者数には再受講者も含む。

ｲﾝﾀｰﾈｯ
ﾄ

段ﾎﾞｰﾙ
ｷｬﾝｾ

ﾙ
遅延 破損 紛失 料金関係

対応不
備

その
他

合計

２４年 7 12 28 22 113 62 61 171 70 546

２５年 9 9 22 15 76 34 29 71 11 276

２６年 14 16 16 24 86 35 44 61 27 323

■グラフＡ 過去３年間の相談・苦情内容の内訳

年次目標及び中期目標に係る評価

評価委員による総合評価 Ａ
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中期目標 輸送力の確保、輸送価格の抑制等に資するように、情報技術の活用、経営基盤の強化、軽油高騰等経済変動時における効率

的、効果的な経営支援を推進する。

輸 送 サ ー ビ ス の 改 善 及 び 向 上 ②
（公社）全日本トラック協会

平成２６年度出捐金事業評価書

中期目標に係る中期事業計画

① 平成２５年１２月に全国１５０５の中小事業者にトラック運送事業における情報通

信器等の活用に関するアンケート調査を実施、情報化に関するニーズを調査。

② ＩＴ機器・システム、WebKIT（求荷求車情報ネットワーク）利用の促進を図るため、

セミナー、広報活動等を推進する。

ア．ＩＴ機器利用促進及び物流の情報システム化を推進する。

イ．資金融通を支援する。

① 大規模施設・設備整備のための長期かつ低利の近代化基金融資を確保す
るために、商工中金に必要額を預託するとともに、同融資に係る利子補給
を行う。

② 激甚災害、軽油高騰及び急激な景気の悪化等の経済変動に対応して、激
甚災害近代化基金融資や資金融通の円滑化のためのセーフティネットに係
る保証協会保証料の助成等必要措置を行う。

ウ．原価管理の普及啓発を推進する。

原価意識向上セミナーを開催し、原価管理の普及啓発を推進し、荷主との
運賃交渉力の向上を図る。

「近代化基金融資の貸付利率と利子補給率一覧」（平成26年度）

情報化支援セミナー（平成27年2月/広島市）

融資の種類 貸付利率
利子補給

率

うち
全ト協助成利

率

一般融資

長期プライムレート
（平成２５年度末１．
２０％）
（平成２６年度末１．
１５％）

０．６％ －

ポスト新長期規制適合
車

購入融資
０．９％ ０．３％

低公害車・省エネ関連
機器

購入融資
１．０％ ０．４％

特別増車融資 １．２％ ０．６％

激甚災害融資
（運転資金も対象）

０．６％ -

原価意識向上実務セミナー
（平成26年11月熊本市）
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輸 送 サ ー ビ ス の 改 善 及 び 向 上 ②

平成２６年度事業実績の概要

ア．ＩＴ機器利用促進及び物流の情報システム化を推進する。

（１）情報化支援セミナーの開催（１３ヶ所、５５０名参加）

先進的にＩＴを活用している事業者の成功事例やＩＴ投資のポイントを紹

介するとともに、具体的な効果や活用方法を提案。

（平成22年度以降 45回開催 延べ約1,900名が受講）

（２）情報化導入事例等の制作

①ITベスト事例集制作 （Ｈ２６ ３事例追加）

先進的にＩＴを活用している事業者にヒアリングを行い、事例集に追加し、

計３２事例をホームページに掲載。

②IT導入支援ガイド制作（Ｈ２６ ２事例）

中小事業者がIT機器、システムを導入する際の手順やシステムの概要

をまとめたIT導入支援ガイドを新たに作成し、ホームページに掲載した。

③IT導入支援動画制作（Ｈ２６ ２事例）

中小事業者がIT機器、システム導入の際の参考となるよう、導入事業者

にインタビューを行い、機器・システムの利用状況をまとめた動画を新たに

制作しホームページに掲載した。

（３）原価計算シートの普及活用

引き続き原価計算シートをホームページに掲載し、原価意識向上セミナー等

を通じて普及活用を図った。平成24年12月の掲載以来、14,000件の閲覧あり。

（４）ＷｅｂＫＩＴ事業の利用促進

WebKITの事業のPRビデオ制作等により、同システムの普及促進を図っ

た。また、引き続きＷｅｂＫＩＴ成約運賃指数を公表し、経営支援を図った。

（５）その他

事業者の関心の高い情報セキュリティ対策やITに関する各種助成制度に

ついて、ホームページに掲載した。

（１）大規模施設・設備整備のための長期かつ低利の近代化基金融資を確保する

ために、商工中金に必要額を預託するとともに、同融資に係る利子補給を行

う。

① 中央近代化基金融資及び利子補給事業（表１）

トラック運送業の近代化と合理化を促進するため、中央近代化基金融資に係る

利子補給事業 を行っており、平成２６年度の実績は２６８百万円となっている。

② 地方近代化基金融資に係る利子補給助成事業（表２）

都道府県ト協が行う地方近代化基金融資に係る利子補給事業に対し、利子補

給助成事業を行っており、平成２６年度の実績は３６２百万円となっている。

イ．資金融通を支援する。

（２）融資保証に関する支援（表３）

「①セーフティネット保証」に係る保証協会保証料を負担する事業者に対して、

都道府県ト協を通じて、１件１０万円を限度に都道府県ト協助成額の２分の１を助成

した。また、引き続き、東日本大震災により、直接又は間接的な被害を受けた事業

者の経営の安定、再建を支援するため、「②東日本大震災復興緊急保証」及び

③災害関係保証」を受ける事業者が負担する保証料に対して、都道府県ト協を通

じて、１件２０万円を限度に、都道府県ト協助成額の２分の１を助成した。なお、全ト

協の保証料助成実績は合計５１５件、３８百万円となっている。

（３）燃料高騰対策特別融資（表４）

軽油燃料の高騰及び環境・省エネに対する重要性に鑑み、ポスト新長期規制

適合車両かつ平成２７年度燃費基準を達成した車両の導入に対して、 ２０４件、

３，３８８百万円の近代化基金融資を推薦、利子補給を行った。
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輸 送 サ ー ビ ス の 改 善 及 び 向 上 ② － 経 営 支 援 －

平成２６年度事業実績の概要

（公社）全日本トラック協会
平成２６年度出捐金事業評価書

区分 公募額
申込 推薦

件数 金額 件数 金額

燃料高騰対策
特別融資

３，５００ ２０４ ４，０４０ ２０４ ３，３８８

■表４ 「第３８回中央近代化基金燃料高騰対策特別融資 推薦内訳」 単位：百万円

※利子補給率 燃料高騰対策特別融資：年０．９％

■表３ 「全ト協信用保証料助成実績」

① 保証限度額の別枠化：一般保証限度額とは別枠の保証限度額が設けられます。 

       

     

 

 

 

※ 金融機関や信用保証協会の金融上の審査（事業見通し、返済能力等）によって、実

際に保証を受けられる額が決められます。無条件で倍額までの保証が受けられるもの

ではありません。 

    ② 保証割合 一般保証：融資額の 80%  セーフティネット保証：融資額の 100% 

③ 信用保証料率の引き下げ：一般保証の場合と比べて信用保証料率が引き下げられます。 

                  

 

 

 

 

普通保証 

無担保保証 

無担保無保証人保証 

一般保証限度額 

２億円以内 

８，０００万円以内 

１，２５０万円以内 

＋ 

 

保証料率 

一 般 保 証 

 

年０．４５ ～ ２．２％ 

信用保証制度特例措置 

概ね０．７～１％以内 

特例措置による保証料率は信用保証協会ごと及

び信用保証制度ごとに定められております。 

＋ 

別枠保証限度額 

２億円以内 

８，０００万円以内 

１，２５０万円以内 

セーフティネット保証制度の概要

■表１ 「中央近代化基金融資に係る融資実績及び利子補補給実績推移」

単位：億円（利子補給額は百万円）

区分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

年間融資実績 ８１ １２５ ８４

年度末融資残高 ３１７ ３５７ ３４５

利子補給額 ２５８ ２５４ ２６８

■表２ 「地方近代化基金融資利子補給助成実績推移」

区分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

利子補給助成額 ３２８ ３４３ ３６２

単位：百万円
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輸 送 サ ー ビ ス の 改 善 及 び 向 上 ②

平成26年度事業実績の概要

ウ．原価管理の普及啓発を推進する

原価意識向上セミナーを開催し、原価管理の普及啓発を推進し、荷主との運賃交渉力の向上を図った。

（１）原価意識向上セミナー開催状況
中小トラック運送事業者の原価意識の向上、原価管理の徹底等による経営の改善を図るため、平成２４年度の基礎編、２５年度の実践編に続き、２６年度は実務編を開催し、

輸送特性、業態別の原価計算方法や原価計算を踏まえた取引先との交渉方法などについて研修を行った。全国４７ヶ所で開催し約２，７００名が参加。本セミナーのプログラ
ム及びテキストの内容については事前に公正取引委員会に確認済み。
また、自社の経営実態を把握するための支援策の一つとして、ホームページに掲載している原価計算シート（Ｈ２４年作成）を、より利用し易いように改訂し、アクセス数

も改訂後４０００件を上回った。
（２）その他経営に係る支援

様々な経営課題を抱える会員事業者の相談ニーズに対応するため、全ト協または県ト協が推薦する中小企業診断士等による「総合的な経営診断」及び、経営改善に係る助言
を行う「経営改善相談」を実施。診断費用の一部を助成した。
また、事業者の経営改善に資するべく、荷主との運賃交渉の参考資料としてWebKITにおける平均成約運賃を指数化して毎月公表した。

毎月公表しているＷｅｂＫＩＴの成約運賃指数

年次目標及び中期目標に係る評価

評価委員による総合評価 Ａ
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東日本大震災を踏まえた緊急輸送体制の見直しを行

い、中期計画期間中にできるだけ早く緊急輸送体制

の確立を図る。

災 害 時 緊 急 輸 送 体 制 の 整 備
（公社）全日本トラック協会

平成26年度出捐金事業評価書

中期目標に係る中期事業計画

・平成２３年度中に東日本大震災発生時に執られた緊急輸送体制
の課題、問題点等を整理し、平成２４年度までに緊急輸送業務実
施要綱の見直し等を行う。
・中期計画期間中にできるだけ早く災害時緊急輸送体制を確立す
る。

国、地方公共団体、都道府県トラック協会と連携して緊急輸送
体制の見直しを行い、体制の確立を図る。

中期目標

参考１ 東日本大震災 トラックによる政府（国）の緊急物資輸送について
（右記参照） 災害発生（H23.3.11）からH23.5.9までの累計

参考２ 延べ配送先地点数

参考３ 輸送手配台数

輸送先 宮城県 福島県 岩手県 茨城県 その他 合計

延べ数 793 646 538 40 15 2,032

国による緊急輸送 1,925台

都道府県による緊急輸送 8,702台
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災 害 時 緊 急 輸 送 体 制 の 整 備

平成２６年度事業実績の概要

（公社）全日本トラック協会
平成26年度出捐金事業評価書

Ａ評価委員による総合評価

国、地方公共団体、都道府県トラック協会と連携して緊急輸送体制の見直しを行い、体制の確立を図る。

○東日本大震災における、緊急輸送の経験を踏まえ整理された緊急輸送の問題点、改善点に基づき、平成２６
年度も引き続き、緊急輸送体制の確立に向けて着実に作業が進められた。

・平成２６年８月に全ト協が指定公共機関として指定されたことから、既に指定公共機関となっている大手運送事
業者５社との連絡会議を設置した。

・緊急支援物資輸送を行うトラック運送事業者が必要な燃料を確保できるよう、緊急時の給油施設の確保とその
運用について定めた「大規模災害発生時における緊急輸送車両への燃料供給に係る要綱」を定め、給油スタンド
の充実を図った。
・１１月５日の「津波防災の日」を中心とした防災訓練を実施した。
・平成２３年度事業評価において、今後の課題として示した事項の進捗状況は以下のとおりである。

項 目 進 捗 状 況

物流専門家登録状況の把握 都道府県トラック協会の大規模災害時における物流専門家の登録・活用についての体
制確立等について、交通対策委員会にワーキングを設置し、検討した。

全ト協が被災した場合の代替施
設の選定

平成２６年７月に竣工した全日本トラック防災研修センターは耐震施設であり、当面選
定の予定はない。

民間の燃料備蓄、インタンクの
整備について

災害時における緊急輸送車両への燃料の優先供給を前提として、トラック運送事業者
の自家用給油施設設置助成を行った。また、大規模災害時における優先供給の具体
的な運用について検討を行い、大規模災害時における緊急輸送車両への燃料供給に
係る要綱に基づき、給油スタンドの充実に努めた。

各種規定等の弾力的運用 東日本大震災時の緊急輸送におけるトラック協会の役割、実績を踏まえ災害対策基本
法における指定公共機関としての追加指定の要望を行った。
（平成２６年８月１日付で内閣府より「指定公共機関」として指定を受けた。）

緊急・救援輸送に関する官民協
定(地方公共団体とトラック協会）

平成２６年度に新たに協定を締結した県が１増加し、４６ト協が都道府県と協定を締結
した。

各都道府県ト協の会館または
防災センターの設備

衛星携帯電話の世代交代に合わせ、全国のトラック協会及び全ト協にデジタル化に対
応した衛星携帯電話の整備を行うとともに、全ト協にテレビ会議システムを導入し、運
用を開始し、各地方協会における該当機器類の導入に対する予算措置を行った。

平成２６年７月竣工した全日本トラック防災研修センターは、免震構造かつ環境配慮型
ビルであり、大震災時等に備え「災害対策室」を設置し、有事の際は情報通信を駆使し
て、国や都道府県トラック協会と連携を図り、被災地に対する緊急物資輸送等を迅速に
展開する全国の中央司令塔として機能するものである。

避難所 避難所

内閣府 等

国土交通省

全日本トラック協会

福山通運

一時集積所

避難所

被災地を支援する
地方自治体

各都道府県トラック協会

会員事業者

各協会支部市区町村 市区町村

都道府県

西濃運輸

ヤマト運輸佐川急便日本通運

トラック協会
物流専門家へ運営を依頼

その他の運送事業者

東日本大震災におけるトラックによる緊急支援物資輸送のフロー

被 災 地 域

支援物資要請 輸送要請 輸送

地域の運送事業者
宅配業者、自衛隊
ボランティア 等

※本図は主として災害対策基本法に基づく例示であり、
このほかにもさまざまなパターンや系統が存在する。

大規模災害時における緊急給油ネットワーク

平成２６年度末で287か所

年次目標及び中期目標に係る評価
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